
平成29年度
発注者支援業務に関する説明資料

（全体概要）

資料１
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環境省 福島環境再生事務所

除染対策第一・二課

放射能汚染廃棄物対策第一・二課



＜資料構成＞

１．平成29年度発注者支援業務の方針
２．平成29年度発注者支援業務の概要
３．平成29年度発注者支援業務の契約方針
４．平成29年度発注者支援業務における要件等

発注者支援業務の契約手続き
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１．平成29年度発注者支援業務の方針

（１）一般競争入札（総合評価落札方式）で実施する業務
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【除染対策第一・二課】

◯平成29年度の以下に示す業務においては、一般競争入札

（総合評価落札方式）により実施する。

・除染等工事監督支援業務（除染対策第一課）

・事後モニタリング業務（除染対策第一課）

・用地補償総合技術業務（除染対策第二課）

・仮置場等維持管理補修業務（除染対策第二課）

・仮置場等に係る調査検討及び設計支援等業務

（除染対策第二課）



◯平成29年度の以下に示す業務においては、一般競争入札

（総合評価落札方式）により実施する。

・監督職員等支援業務（放射能汚染廃棄物対策第一課）

・監督職員等支援業務（放射能汚染廃棄物対策第二課）

（１）一般競争入札（総合評価落札方式）で実施する業務
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【放射能汚染廃棄物対策第一・二課】



２．平成29年度発注者支援業務の概要
区分 業務区分

発注者支援業務 除染対策第一課 ・除染等工事監督支援業務
・事後モニタリング業務

除染対策第二課 ・用地補償総合技術業務
・仮置場等維持管理補修業務
・仮置場等に係る調査検討

及び設計支援等業務

放射能汚染廃棄
物対策第一課

・監督職員等支援業務

放射能汚染廃棄
物対策第二課

・監督職員等支援業務
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【発注及び業務実施期間イメージ】

①除染等工事監督支援業務
各市町村毎に１～２業務を発注
業務実施期間：平成29年4月～平成30年3月（予定）

➁事後モニタリング業務
各市町村毎に業務を発注
業務実施期間：平成29年4月～平成30年3月（予定）

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

除染等工事監督支援業務

工事
事後モニタリング業務

業務実施期間（イメージ）

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3
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【除染対策第一課】



➂用地補償総合技術業務
事務所で１件を発注
業務実施期間：平成29年4月～平成30年3月（予定）

➃仮置場等維持管理補修業務
各支所の管轄市町村毎に業務を発注
業務実施期間：平成29年4月～平成30年3月

➄仮置場等に係る調査検討及び設計支援等業務
業務実施期間：平成29年4月～平成30年3月（予定）

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

仮置場等に係る調査検討
及び設計支援等業務

業務実施期間（イメージ）
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H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

仮置場等維持管理補修業務

用地補償総合技術業務

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

【発注及び業務実施期間イメージ】

【除染対策第二課】



【発注及び業務実施期間イメージ】

➅監督職員等支援業務
直轄エリア内を南北に分け、業務を発注（計２業務）
業務実施期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

監督職員等支援業務

業務実施期間（イメージ）
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【放射能汚染廃棄物対策第一課】

【放射能汚染廃棄物対策第二課】

➆監督職員等支援業務
業務実施期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日

監督職員等支援業務

H29 4 5 6・・・・12 H30 1 2 3

業務実施期間（イメージ）

【発注及び業務実施期間イメージ】



＜発注者支援業務：除染対策第一・二課＞
区分 主な業務内容

・除染等工事監督支援業務 除染等工事監督職員の補助（現場立会による各種
施工管理状況や安全管理状況の確認等）、新工種
の単価作成、数量総括表の精査、設計変更のため
の資料作成支援、工程・進捗管理支援

・事後モニタリング業務 除染作業終了後の放射線量の把握、放射線量が高
い地点に対する措置等に係る専門家へのヒアリン
グ及び重点調査地点の抽出・測定、関係人への測
定結果報告、住民説明会への報告

・用地補償総合技術業務 仮置場の確保及び延長に係る用地交渉・交渉資料
等作成、返地に係る境界復元測量・説明資料作成

・仮置場等維持管理補修
業務

巡回、環境モニタリング、環境整備、異常や災害
時の応急対応、一定程度の補修工事

・仮置場等に係る調査検討
及び設計支援等業務

仮置場等に係る情報の整理・分析・管理、仮置場等
における保管時のリスクや要注意事象の発生原因の
特定及び改善手法検討、改善措置に係る調査・測
量・実施設計業務、発注業務への支援、仮置場の構
造・工法・管理方法の検討、検討会の実施
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＜発注者支援業務：放射能汚染廃棄物対策第一・二課＞

区分 主な業務内容

・監督職員等支援業務 廃対一課で行う業務及び工事の監督職員等への
支援・補助、設計変更に伴う資料作成及び労働
安全管理状況の確認支援

・監督職員等支援業務 廃対二課で行う業務及び工事の監督職員等への
支援・補助、設計変更に伴う資料作成及び労働
安全管理状況の確認支援
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平成29年度発注者支援業務においては、業務に必要と
なる技術力の確保を図るための要件とする。

１）企業及び管理技術者に求める実績要件

・同種・類似業務の実績は応募要件としない。

・総合評価において、同種・類似業務を評価する場

合、同種・類似業務は入札説明書に示す。

（１）応募要件等

３．平成29年度発注者支援業務の契約方針
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２）管理技術者に求める資格要件

・一般的に認知されている資格により参加を可能と

している。

３）中立性要件

・発注者支援業務の受注者と業務の対象工事の受注

者等との利益相反を防止するため、当該要件に対

して必要な中立性要件を付する。

※詳細は入札説明書に定める。
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◆発注の見通しの公表（予定）

※１２月２６日（月）HP公表

◆入札手続き開始の公告

※１月上旬～を予定

◆入札・開札

※２月中旬～を予定

◆履行開始

※４月１日以降

（３）スケジュール
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４．平成29年度発注者支援業務における要件等

業務区分 要件

除染等工事監督支援
業務

・工事に関する参加資格要件

「業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加してい
る者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係が
ある者は、本業務の入札に参加出来ない。」

・工事に関する事後制限（※参加資格には該当しない）

「本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で
関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該事務所発注工事
に参加してはらない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及
び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間
中に工期のある当該事務所発注工事に参加してはならない。」

事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務 要件を付さない

用地補償総合技術業務 要件を付さない

仮置場等維持管理補修
業務

要件を付さない

仮置場等に係る調査検
討及び設計支援等業務

要件を付さない
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（１）競争参加申請書の提出者に対する要件
（ア）中立・公平性に関する要件：除染対策第一・二課



（ア）中立・公平性に関する要件：放射能汚染廃棄物対策第一・二課

業務区分 要件

監督職員等支援業務 ○下記の者は当支援業務の入札に参加できない

１）汚染廃棄物対策地域内において行われている廃棄物
関連の業務又は工事のうち、当業務が対象とする市町村
の業務及び工事を受注又は受託している者
（なお、除染工事及び除染工事に付帯する業務又は工
事、並びに当支援業務を除く。）

２）上記１の者と資本面・人事面で関係がある者

○受注後の制限事項

１）受注後は上記の制限内容が継続適用される。
２）新規で発注する業務又は工事についても、同様に制
限を受ける場合がある。
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（イ）業務実施体制に関する要件

（除染対策第一・二課、放射能汚染廃棄物対策第一課）
・競争参加資格申請書を提出する者は、福島環境再生事務所及び対象となる
業務地を管轄する支所に出頭できる体制を取ること。

支所 管轄市町村

県北支所（福島市） 飯館村、川俣町

県中・県南支所（郡山市） 富岡町、葛尾村、田村市、双葉町

浜通り北支所（南相馬市） 浪江町、南相馬市

浜通り南支所（広野町） 川内村、楢葉町

会津支所（会津若松市） 大熊町

※詳細は特記仕様書による。
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（放射能汚染廃棄物対策第二課）

（イ）業務実施体制に関する要件
・競争参加資格申請書を提出する者は、福島環境再生事務所、及び特定廃棄
物埋立処分施設管理事務所に出頭できる体制を取ること。



（ア）予定管理技術者の資格等：除染対策第一課

（２）配置予定管理技術者に対する要件

業務種別 記載内容

除染等工事監督支援業
務

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とする
者に限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とする者に
限る。）又は水産部門（選択科目を「水産土木」とする者に限

る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設」若しくは
「農業－農業土木」、「森林－森林土木」又は「水産－水産土
木」とするものに限る。））
・１級土木施工管理技士
・RCCM（技術士部門と同様の部門に限る）
・発注者が同等の資格と認めるもの

事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務 要件を付さない
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（ア）予定管理技術者の資格等：除染対策第二課

業務種別 記載内容

用地補償総合技術業務 （下記のいずれかとする）
・公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業

務に関し７年以上の実務経験を有する者であって、補償業務
に関し５年以上の指導監督的実務経験を有する者。

・補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む
２０年以上の実務経験を有する者。

・総合補償部門に係る補償業務管理者

・補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士

・土地調査部門、土地評価部門及び補償関連部門の３部門すべ
てにおいて登録された補償業務管理士
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（ア）予定管理技術者の資格等：除染対策第二課

業務種別 記載内容

仮置場等維持管理補修
業務

・技術士（環境「環境保全計画」、「環境測定」、「環境影響

評価」、建設（全選択科目）、農業「農業土木」、林業「林

業土木」、衛生工学「廃棄物管理」、又は総合技術監理部

門）

・RCCM（技術士と同様の部門）

・第１種又は第２種放射線取扱主任者

・１級土木施工管理技士

仮置場等に係る調査検
討及び設計支援等業務

・技術士（建設、衛生工学、農業、森林又は総合技術監理部門

の内、業務に該当する選択科目）

・博士(工学）

・１級土木施工管理技士

・農業土木技術管理士

・RCCM（技術士と同様の部門）



（ア）予定管理技術者の資格等：放射能汚染廃棄物対策第一・二課
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発注予定業務 資格要件（下記のいずれかとする）

①監督職員等支援業
務

・技術士（次のいずれか：建設（全選択科目）、衛生工学（廃棄

物管理）又は総合技術監理部門（建設部門又は「廃棄物管理」と

する者に限る。））

・１級土木施工管理技士

・１級建築施工管理技士

・RCCM（技術士と同様の部門）



担当技術者の資格要件については、特記仕様書に記載します。

（３）担当技術者に対する要件

＜【参考】除染等工事監督支援業務：担当技術者に対する資格要件＞

業務種別 資格要件

除染等工事監督支援業務 ・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土
木」とする者に限る。）、森林部門（選択科目を「
森林土木」とする者に限る。）又は水産部門（選択
科目を「水産土木」とする者に限る。）又は総合技
術監理部門（選択科目を「建設」に係わるもの若し
くは「農業－農業土木」、「森林－森林土木」又は
「水産－水産土木」とするものに限る。））

・技術士補（技術士と同様の部門に限る）
・一級又は二級土木施工管理技士
・RCCM（技術士部門と同様の部門に限る）
・平成１９年度以降に土木工事又は土木関係建設コンサル

タント業務の実務経験が３年以上の者
（次ページに続く）
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業務種別 資格要件

除染等工事監督支援業務
（続き）

・環境省発注の除染等工事監督支援業務又は福島県内の市
町村が発注する除染工事・業務の監理、監督に係る業務
の実務経験が６ヶ月以上の者

・第１種放射線取扱主任者免状若しくは第２種放射線取扱
主任者免状を有する者又は次に掲げる専門教育機関等の
講習を受けた者
①独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース（旧：
放射線防護基礎過程）、放射線安全管理コース（旧：ラジオアイソトープ
コース）、旧放射線管理コース、旧ＲＩ・放射線初級コース、旧RI・放射
線上級コース

②独立行政法人放射線医学総合研究所が行う放射線防護課程、放射線影響・
防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課

③日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コース
④公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計
測講座

⑤原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習
⑥厚生労働省委託「原発事故からの復旧・復興従事者の適切な放射線管理指
導事業」における「管理者教育」

・環境省発注の除染等工事又は除染関連業務におけ
る６ヶ月以上の放射線測定業務経験者

※資格要件によっては配置上限数があるので、入札説明書
を必ず確認すること。
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①配置予定担当技術者の実績

同種又は類似業務の実績のある担当技術者を配置予定の場合

は、総合評価において優位に評価する。

②技術提案

的確性：必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法）が

網羅されている場合に優位に評価

③履行確実性の評価

調査基準価格が設定される業務においては、総合評価項目に

おいて履行確実性の評価を実施。

（４）総合評価項目

23



①業務に必要な物品・消耗品は、受注者の責任において準備する。

②詳細については、各業務の入札説明書、特記仕様書による。

（５）業務に必要となる物品・消耗品等
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